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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会及び閉会日時 

  令和５年１１月２４日（金）午前 １０時００分 開会 

               午前 １１時２８分 閉会 

 

２ 開催場所 

  富士川町役場 ２階 ２０４会議室 

 

３ 出席及び欠席委員の氏名 

  出席委員  古屋三千雄 教育長  中村 髙志 職務代理 

        長澤 美和 委 員  保坂 文彦 委 員 

        秋山 悦彦 委 員 

 

４ 議場に出席した事務局の職員の職氏名 

  教育次長       秋山 忠   教育総務課長     小林 恵 

  生涯学習課長      井上 誠     中学統合準備室長   齋藤 栄治 

  給食センター長     西川 修司  総務学校担当ﾘｰﾀﾞｰ   望月 芳能 

   社会教育担当ﾘｰﾀﾞｰ 齊藤 義慧    図書館準備担当ﾘｰﾀﾞｰ 齊藤美菜子 

   社会体育担当ﾘｰﾀﾞｰ 長澤 俊一 

   

５ 傍聴人及び報道 

  なし 

 

６ 教育長報告 

 〇会議冒頭に増穂小学校教諭の自動車運転処罰法及び道路交通法違反によ

り逮捕されたことについての謝罪をする。 

令和５年１０月２５日から令和５年１１月２４日までの事務事業について報告。 

 【報告の要旨】 

(1) 令和６年度就学時健診について 

  １０日２１日に８３名の対象者に対して実施した。知能検査では、５名が吟味検

査にまわり、検査が受けることが出来ない子が１名いた。現時点での特別支援学級

への入級は５名で、特別支援学校対象者はいなかった。 

(2) 令和６年度採用・昇任管理職及び主幹教諭先行受検者の推薦について 

１０月に推薦を実施し、校長採用受検３名（内、女性１）、教頭採用受検８名（内、

女性３）となった。試験は１１月２６日に実施される。 
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 (3) 町内小中学校の感染蔓延状況について 

１１月１３日、鰍小３年生での発症から学級内に広まり、１４日、１５日に学級

閉鎖を実施した。１１月１６日には、増小１年生で感染が確認されたため、１７日

を学級閉鎖とした。早期の対応の結果、少数の感染が確認されているが、大きな影

響が出ていない状況である。 

 

(4) 増穂小学校教諭の不祥事について 

  令和 5 年 11 月 16 日（木）午後 8 時頃、増小教諭は、帰宅途中県道 118 号線の、

南アルプス市鏡中條地区の路上において、高校生の乗った自転車のハンドル（左手）

と、自車のサイドミラーとが接触した。しかし、停車して接触した自転車の状況を

確認することを怠り、そのまま立ち去ってしまったことによる、道路交通法違反と

自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された。 

 

(5) 各種大会について              

空手道大会、陸上記録大会結果ほか 

 

  【委員了知】 

 

７ 会議に付した議案 

  議案第２９号  令和５年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 

  議案第３０号  富士川町教育委員会就学校指定変更許可基準について 

 

８ 議題となった動議を提出した者の氏名 

   な し 

 

９ 議事の概要（議長：中村職務代理者） 

(1) 令和５年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 

議  長   事務局から議案第２９号の説明を求める。 

  事 務 局   資料により説明する。 

   議  長   意見等が無いようであれば、ただ今の提案で、よろしいか。 

  委  員   「異議なし」の声 

 

(2) 富士川町教育委員会就学校指定変更許可基準について 

議  長   事務局から議案第３０号の説明を求める。 

  事 務 局   資料により説明する。 

委  員   不登校対応のところに必要書類の記載がないが、教育委員会とし

て必要とする書類がなくてもいいのですか。 

  事 務 局   こちらについては、様々状況が考えられ、その状況によって必要

となる書類が変わってくることも考えられますので、こちらにつ
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いては、教育委員会が必要とする書類と規定させていただきます。 

   議  長   他に意見等が無いようであれば、ただ今の提案で、よろしいか。 

  委  員   「異議なし」の声 

 

  【異議なし 可決】 

 

 

１０ 協議事項の概要 

(1)富士川町新中学校開校検討委員会への提案書について 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   資料により説明。校章の募集期間について、提案では新中学校が開

校してから募集をするというものですが、検討委員会の中において、

開校前に校章を定めた方がいいという意見と、ある程度、富士川中

学校として愛着をもってから、校章を定めた方がいいということで

意見が割れた。教育委員で協議していただきたい。 

 委  員   新中学校ができるときは、開校前に校歌及び校章とかは定めておく

ものなのか。 

 事 務 局   校歌については、開校前に整備されているところが多いが、校章に

ついては、開校後に整備することが主流になっている。 

 委  員   学校を実感したからと言って、生徒たちの中で校章のデザインとか

が変わってくるものなのか。新しい中学校なのだからこそ、開校前

に整備してスタートした方がすっきりすると思う。今いる生徒たち

がもしかしたら新しい学校には参加できないかもしれない。ただ、

この生徒たちも校章つくりに関わることができれば、卒業した後で

も身近に感じることができる。なので今いる生徒にも募集をしてや

っていった方がいいと思う。 

 議  長   校章については、開校前に整備することでよろしいか。 

 全 委 員   「異議なし」の声 

【委員了知】 

 

 

１１ 報告事項の概要 

(1)新中学校開校に向けた取り組みについて 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   資料により説明する。 

 

【委員了知】 
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１２ その他 

（1） 第１４回富士川町駅伝大会の結果について 

事 務 局   資料により説明する。 

  

【委員了知】 

 

 

１３ 今後の日程について 

   事 務 局   資料により説明する。 

 

 【委員了知】 

 

 

１４ 議決事項  

議案第２９号  令和５年度富士川町一般会計補正予算（第６号）について 

議案第３０号  富士川町教育委員会就学校指定変更許可基準について 

 

１５ その他教育長が必要と認めた事項 

    な し 

 

１６ その他 

  ○会議規則第１６条第１項による会議の次第は別紙のとおり。 

  ○次回教育委員会 定例会 １２月２５日（月）午前１０時００分 

 

  会議録署名 

 

 

教 育 長                

 

 

署名委員                

 

 

署名委員                

 

 

 

議事録作成               


